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開設等の手引き
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この手引きは、医療法に基づく診療所・歯科診療所の開設等に関して示

したものです。
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(1) 診療所・歯科診療所の名称 （法第３条第２項）

診療所、歯科診療所には、病院、病院分院、その他病院に紛らわし

い名称を附けることはできません。

※「診療所」「クリニック」「医院」等を名称につけることが望まし

いとされています。

※医療法人の場合は、定款（寄附行為）に記載された診療所の名称に

なります。

(2) 標榜診療科名・広告（法第６条の６第１項、令第３条の２）

診療所、歯科診療所における広告可能事項及び標榜できる診療科名

は、医療広告ガイドラインによって決められています。詳しくは医療

広告ガイドラインをご覧ください。

医療広告ガイドラインは、下記ＵＲＬより閲覧できます。

・（ＵＲＬ） http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kenko/1005375/1012752.html

・秋田市ホームページ広報ＩＤ：１０１２７５２

(3) 院内掲示義務（法第１４条の２第１項）

診療所、歯科診療所内の入口、受付又は待合室付近の患者の見やす

い場所に次に掲げる事項を掲示してください。

ア 管理者の氏名

イ 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

ウ 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間

エ その他厚生労働省令で定める事項

(4) 医療機関における医療安全対策（法第６条の１２、規則第１条の１１）

医療安全の確保に関する事項について、診療所、歯科診療所の管理

者には、医療安全の方策を講じることが義務付けられています。

(5) 医療機能情報提供制度（法第６条の３第１項）

診療所、歯科診療所の管理者は、県民の医療機関の適切な選択を支

援するために、医療機能に関する情報を都道府県知事に報告するとと

もに、その情報を医療機関内で閲覧できるようにすることが義務付け

られています。

あきた医療情報ガイド（秋田県健康福祉部医務薬事課）は下記ＵＲＬ

より閲覧できます。

（ＵＲＬ）http://www.qq.pref.akita.lg.jp/qq05/WP0101/RP010101BL.do

１ 開設にあたって
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ア 診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物

理的に区画されていること。

(ｱ) 診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅

の出入口が別にあり、廊下等を共有することなく

明確に区画すること。

(ｲ) ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下

区画の構造の 等と明確に区画すること。

一体性 イ 医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を

保つこと。

(ｱ) 道路をはさんでの構造は原則認められません。

(ｲ) 雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、

医療施設の専用経路（専用階段、専用エレベータ

等）を確保すること。

ウ 原則として、各室が独立していること。また、各

室の用途が明示されていること。

ア 標準面積：３．３㎡以上

待合室 イ 診察室と待合室の区画は、患者のプライバシー保

護等に配慮し、扉が望ましい。

ア 標準面積：９．９㎡以上

イ １室で多くの診療科を担当することは好ましくな

い。

ウ 小児科については、単独の診察室を設けることが

診察室 望ましい。

エ 他の室（診察室含む）と明確に区画されているこ

と。診察室が他の室への通路となるような構造でな

いこと。

オ 患者のプライバシー保護に努めること。

カ 診察室は、医師１人につき一室が望ましい。

キ 給水設備があることが望ましい。

ア 診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として

処置室 使用する部分をカーテン等で区画することが望まし

い。

ア 標準面積：６．６㎡以上

イ 採光、換気を十分にし、かつ清潔

薬の保管 調剤所を を保つこと。

設ける場合 ウ 冷暗所を設けること。

２ 構造設備概要の指導基準
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エ 感量１０ｍｇのてんびん及び５０

０ｍｇの上皿てんびんその他調剤に

必要な器具を備えること。

（規則第１６条第１項第１４号）

※ただし、分包調剤の医薬品のみを扱

い、他は処方せんを発行する場合等、

診療所の実態に応じて備付を省略して

もかまいません。

オ 鍵のかかる貯蔵設備を設けるこ

と。

カ 調剤所と他の室との間に隔壁を設

けること。

調剤所を設 ア 診療所、歯科診療所内に鍵のかか

けない場合 る貯蔵設備を設けること。

ア 標準面積：１セットの場合６．３㎡以上

２セット以上の場合は、１セットあたり５．４㎡

歯科治療室 以上

イ 他の室と明確に区画されていること。他の室への

通路となるような構造でないこと。

ア 標準面積：６．６㎡以上

イ 防塵設備その他必要な設備を設け

ること。

歯科技工室を （規則第１６条第１項第１３号）

設ける場合 ※必要な設備とは、防火設備、消火用

（その診療所 機械・器具等です。

の患者のため ウ 十分な採光、換気装置、ダストコ

歯科技工室 に歯科技工が レクター（集塵機、卓上型も可）の

行われる場合 設置、作業台やその他歯科技工に必

に限る） 要な器具機械を備えること。

エ 給水設備を設けること。ただし、

水を必要としない歯科技工を行うと

きはこの限りではありません。

オ 石膏阻集器を設置すること。

歯科技工室を ア 歯科を行う場合、診療所内に石膏

設けない場合 阻集器を設置すること。

ア 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガス

その他 に関する構造設備については、危害防止上必要な方

法を講ずること。

（規則第１６条第１項第１号）



- 4 -

医師、歯科医師以外の者が開設する場合、医療機関の非営利性を維持す

るため、医療法によって、いくつか制約が設けられています。

また、医療法人が開設する診療所、歯科診療所の管理者は、当該医療法

人の理事である必要があります。

(1) 開設者の要件

法人が開設する場合、 営利を目的として診療所、歯科診療所を開設し

営利を目的とする者で ようとする者は、許可を与えられないことがあ

ないこと ります。 （法第７条第６項）

＜法人が開設できる場合の例＞

・医療法人

・社会福祉法人→介護老人福祉施設等の医務

室として診療所を開設する場合

・株式会社→自社職員の福利厚生のために開

設する場合

・行政 等

(2) 管理者の要件

管理者は、他の診 管理者が他の診療所、歯科診療所の管理者になるこ

療所等の管理者で とは、特殊な場合を除き認められません。

ないこと （開設者が他の診療所、歯科診療所の管理者になる

場合は、２か所以上の管理許可申請をする必要があ

ります。）

（法第１２条第２項）

管理者は、臨床研 以下の条件に該当する場合は、臨床研修を修了して

修を修了し、臨床 いなくても管理者となることができます。

研修修了登録を済 ・医籍登録が平成１６年３月３１日以前の場合

ませている者 ・歯科医籍登録が平成１８年３月３１日以前の場合

（法第１０条第１項）

医業及び歯科医業 ・主として医業を行う場合：管理者は医師

を併せて行う診療 ・主として歯科医業を行う場合：管理者は歯科医師

所における管理者 （法第１０条第２項）

管理者の責務 管理者は診療所の管理責任があり、常勤である必要

があります。

（令和元年９月19日付け医政総発0919第３号）

３ 医師、歯科医師以外が開設する場合（法人等）の管理者・開設者の要件
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医療機関の非営利性を維持するため、医療法によっていくつか制約が設

けられています。

開設者は管理者であること 開設者が他の者を管理者とすることは、特

殊な場合を除き認められません。

（開設者が他の者を管理者とする場合は、

許可申請をする必要があります。）

（法第１２条第１項）

管理者は、他の診療所等の 管理者が他の診療所、歯科診療所の管理者

管理者でないこと になることは、特殊な場合を除き認められ

ません。

（開設者が他の診療所、歯科診療所の管理

者になる場合は、２か所以上管理許可申請

をする必要があります。）

（法第１２条第２項）

管理者は、臨床研修を修了 以下の条件に該当する場合は、臨床研修を

し、臨床研修修了登録を済 修了していなくても管理者となることがで

ませている者 きます。

・医籍登録が平成１６年３月３１日以前の

場合

・歯科医籍登録が平成１８年３月３１日以

前の場合

（法第１０条第１項）

医業及び歯科医業を併せて ・主として医業を行う場合：管理者は医師

行う診療所における管理者 ・主として歯科医業を行う場合：管理者は

歯科医師

（法第１０条第２項）

管理者の責務 管理者は診療所の管理責任があり、常勤で

ある必要があります。

（令和元年９月19日付け医政総発0919第

３号）

４ 医師、歯科医師が個人で開設する場合の管理者（開設者）の要件
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(1) 診療所・歯科診療所の開設許可（法第７条第１項）

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師でない者が診療所、

歯科診療所を開設しようとするときは、あらかじめ保健所の許可を受

けなければなりません。

提出書類、添付書類 留意事項

診療所開設許可申請 控えが必要な場合は副本を提出してく

ださい。受付印を押してお返ししま

す。

診療所の名称は、履歴事項全部証明書

及び定款等に記載の名称を記入してく

ださい。

敷地平面図

敷地周辺の見取り図

建物平面図 各室の用途及び面積を示し、面積表を

添付してください。

定款、寄附行為又は条例の写し

歯科技工室の構造設備概要 診療所、歯科診療所内に歯科技工室を

設ける場合

診療所開設許可手数料 １８，０００円（現金のみ）

※場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。

(2) 診療所・歯科診療所の開設許可後の開設（令第４条の２第１項）

許可を受け、診療所、歯科診療所を開設した場合は、開設後１０日

以内に保健所に届け出なければなりません。

提出書類 留意事項

診療所開設許可後の開設届 控えが必要な場合は副本を提出してく

ださい。受付印を押してお返ししま

す。

管理者及び従事する医師又は歯 原本は立入検査の際に確認します。

科医師の免許証の写し

管理者及び従事する医師又は歯 平成１６年４月１日以降に医師免許証

科医師の臨床研修修了登録証の を取得した方及び平成１８年４月１日

写し 以降に歯科医師免許証を取得した方

※場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。

５ 医師、歯科医師以外が開設・変更する場合（医療法人等）
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(3) 診療所・歯科診療所の開設許可事項の変更許可（法第７条第２項）

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師でない者が開設した

診療所、歯科診療所で以下の事項に変更が生じた場合は、あらかじめ

保健所の許可が必要です。

提出書類 留意事項

診療所開設許可事項の変更 控えが必要な場合は副本を提出してくださ

許可申請 い。受付印を押してお返しします。

※変更事項に応じて、以下の書類を添付してください。

変更事項 添付書類 留意事項

敷地面積及び平面図 新旧平面図 変更箇所に色づけをしてくださ

い。

建物構造概要及び平 新旧平面図 変更箇所に色づけをしてくださ

面図 い。

従業者の定員

開設の目的及び維持

の方法

歯科技工室を設ける 歯科技工室の 既存の歯科技工室の構造設備概要

場合 構造設備概要 の変更を含みます。

※場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。

(4) 診療所・歯科診療所の開設許可（届出）事項の変更（令第４条第１項）

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師でない者が開設した

診療所、歯科診療所で以下の事項に変更が生じた場合は、変更後１０

日以内に変更届の提出が必要です。

提出書類 留意事項

診療所の開設許可（届出）事 控えが必要な場合は副本を提出してくだ

項変更届 さい。受付印を押してお返しします。

※変更事項に応じて、以下の書類を添付してください。

変更事項 添付書類 留意事項

開設者の主た 変更の事実のわかるもの 開設者の変更については、廃

る所在地及び 止・新規開設の手続きが必要

名称 です。

診療所・歯科

診療所の名称

診療科目

管理者 医師免許証又は歯科医師 必要に応じて原本を確認しま

免許証の写しもしくは臨 す。

床研修修了登録証の写し
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管理者の住所 変更の事実のわかるもの 住民票の写しはマイナンバー

及び氏名 の記載のないものをお願いし

ます。

病床数 減床の場合 病床の変更については保健所

までお問い合わせください。

許可が必要となる場合があり

ます。

診療日及び診 医療法上の届出事項ではあり

療時間 ませんが、医療法に準じて変

更届の提出をお願いしていま

す。

※場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。

(1) 診療所・歯科診療所の開設（法第８条第１項）

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が診療所、歯科診療

所を開設したときは、開設後１０日以内に保健所に届け出なければな

りません。

提出書類、添付書類 留意事項

診療所開設届 控えが必要な場合は副本を提出してくだ

さい。受付印を押してお返しします。

開設者（管理者）及び従事す 原本は立入検査時に確認します。

る医師又は歯科医師の免許証

の写し

開設者（管理者）及び従事す 平成１６年４月１日以降に医師免許証を

る医師又は歯科医師の臨床研 取得した方及び平成１８年４月１日以降

修修了登録証の写し に歯科医師免許証を取得した方

敷地平面図

敷地周辺の見取り図

建物平面図 各室の用途及び面積を示し、面積表を添

付してください。

歯科技工室の構造設備概要 診療所、歯科診療所内に歯科技工室を設

ける場合

※場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。

６ 医師、歯科医師が開設・変更する場合（個人）
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(2) 診療所・歯科診療所の届出事項の変更（令第４条第３項）

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が開設した診療所、

歯科診療所の届出事項を変更した場合は、変更後１０日以内に保健所

に届け出なければなりません。

提出書類 留意事項

診療所届出事項変更届 控えが必要な場合は副本を提出してくだ

さい。受付印を押してお返しします。

※変更事項に応じて、以下の書類を添付してください。

変更事項 添付書類及び留意事項

開設者（管理者）の住所 変更の事実のわかるものを添付してくださ

及び氏名 い。

住民票の写しを添付する場合はマイナンバー

の記載のないものをお願いします。

開設者（管理者）の変更については、廃止・

新規開設の手続きが必要です。

診療所・歯科診療所の名

称

診療科目

開設者が現に病院もしく 開設者（管理者）が他の病院等の管理者にな

は診療所を開設もしくは る場合は、要件があり、２か所以上の管理許

管理し、又は病院もしく 可申請をする必要があります。また、管理者

は診療所に勤務する者で （開設者）が他の病院等に勤務することは管

ある場合はその旨 理者の常勤性に反する場合があります。詳細

は保健所までお問い合わせください。

診療に従事する医師又は 医師免許証又は歯科医師免許証の写しもしく

歯科医師 は臨床研修修了登録証の写し

従業者の定員

診療日及び診療時間

敷地面積及び平面図 変更箇所に色づけをした新旧対照平面図

建物構造概要及び平面図 変更箇所に色づけをした新旧対照平面図

診療所、歯科診療所内に 歯科技工室の構造設備概要

歯科技工室を設ける場合 （既存の歯科技工室の構造設備概要の変更を

含みます。）

病床数（減床のみ） 病床の変更については保健所までお問い合わ

せください。

※場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。
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診療所、歯科診療所を休止、廃止又は再開するときは、その事実が発生

したときから１０日以内に保健所に届け出なければなりません。

診療所、歯科診療所を廃止する場合で、エックス線装置を備え付けてい

るときは、エックス線装置廃止届も届け出してください。

(1) 診療所・歯科診療所の休止・再開（法第８条の２）

提出書類 留意事項

診療所休止・ 控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を

再開届 押してお返しします。

休止期間は原則１年以内になります。

休止か再開かが分かるように届出用紙の「休止」又は

「再開」に二重線を引いて取り消してください。

(2) 診療所・歯科診療所の廃止（法第９条第１項）

提出書類 留意事項

診療所廃止届 控えが必要な場合は副本を提出してください。

受付印を押してお返しします。

(3) 診療所・歯科診療所の開設者死亡（失そう）（法第９条第２項）

提出書類 添付書類、留意事項

診療所開設者死亡（失 控えが必要な場合は副本を提出してください。

そう）届 受付印を押してお返しします。

死亡診断書（死体検案書）の写しまたは戸籍事

項全部証明書を添付してください。

法定届出義務者による届出となります。

(1) ２か所以上の診療所・歯科診療所の管理（法第１２条第２項）

２か所以上の診療所、歯科診療所を管理させる場合は、あらかじめ

保健所の許可が必要です。また、許可を受けた後も管理許可期限が過

ぎる前に新たに許可申請をしてください。

許可の要件は次のとおりです。詳しくは保健所までお問い合わせく

ださい。

８ その他の許可（共通）

７ 休止・廃止・再開する場合（共通）



- 11 -

ア ２か所以上の管理が認められる診療所の要件

・医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所

・介護老人保健施設その他の厚生労働省令で定める施設（特別養護

老人ホーム、社会福祉施設等）に開設する診療所

・事業所等に従業員等を対象として開設される診療所

・休日又は夜間等の地域医療提供体制確保のために開設される診療

所

・その他厚生労働省令で定める事項

提出書類 留意事項

２か所以上の診療所管理許可 控えが必要な場合は副本を提出してくだ

申請 さい。受付印を押してお返しします。

新たに管理させようとする施 ２か所の診療時間が重複せず、２か所の

設との対比表 時間的な移動が可能であること。

管理者の就任承諾書

管理者の医師免許証又は歯科

医師免許証の写し

管理者の臨床研修修了登録証 平成１６年４月１日以降に医師免許証を

の写し 取得した方及び平成１８年４月１日以降

に歯科医師免許証を取得した方

開設者の承諾書 現に管理する診療所の開設者が他の者で

ある場合

(2) 診療所の使用許可（法第２７条）

患者を入院させるための施設を有する診療所で構造設備を変更した

場合は、使用する前に保健所の許可が必要です。

許可を申請されてから１０日以内に保健所が検査に伺います。

ア 使用の許可が必要となる条件（いずれも満たす時）

・有床診療所

・患者の診療に関わる部分の構造設備の変更

提出書類等 留意事項

診療所使用許可申請 控えが必要な場合は副本を提出してくだ

さい。受付印を押してお返しします。

診療所検査手数料 ２２，０００円（現金のみ）
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(1) 診療所、歯科診療所を開設した時は、後日保健所による立入検査を

行いますのでご協力ください。

(2) エックス線装置を設置する場合は、「エックス線装置設置等の手引

き」もあわせてご覧ください。

(3) この手引きに記載のほか、下記の事項についても許可申請が必要と

なります。詳しくは保健所にお問い合わせください。

ア 開設者が他の者を管理者とする許可を受ける場合

イ 診療所専属薬剤師の設置免除の許可を受ける場合

医師が常時３人以上勤務する診療所には専属の薬剤師を置かなけ

ればなりません。ただし、投薬の機会が比較的少なく、調剤の内容

がきわめて単純な場合等は専属薬剤師の設置免除許可を受けること

ができます。

問い合わせ先

秋田市保健所保健総務課 医務・薬務担当

直通：０１８－８８３－１１７０

９ その他


